
（１）　食品別集計
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（２）　業種別集計

業　　　種　

　内　　　容
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13  -    1    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    14  

2    -    3    1    -    -    -    -    -    3    -    -    -    -    -    6    15  
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※食品衛生法第6条違反とは、食中毒を発生させた事例、もしくは同条で掲げるような食品を販売した事例
第12条違反とは、使用してはいけない添加物を使用していた違反事例、
第13条違反とは、成分について定められた規格に適合しない食品を輸入、製造、販売した事例、
第54条（旧51条）違反とは、営業施設の基準を満たしていなかった事例、
第55条違反とは、無許可で飲食店等を営業した事例、
食品表示法第5条違反とは、定められた表示を記載していない食品を販売した事例です。
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